
平成30年度　第10号

◆事件発生情報（6月21日～6月30日）
曜日 事件種別 件数 発生地区等 参考事項

自動車盗 1 草深 工事現場内

部品ねらい 1 造谷 ナンバープレート

器物損壊 1 吉高 助手席ドアガラス損壊

器物損壊 1 原 商業施設壁損壊

万引き 2 中央北、牧の原

土 自動車盗 1 吉高 貨物自動車

日
特殊開錠用具の所持の禁止等
に関する法律違反 1 西の原 開錠用具所持（事件検挙）

置引き 2 高花、中央南

色情ねらい 1 高花 下着類盗難

万引き 1 西の原

自転車盗 1 小林北 駅北口自転車駐車場　無施錠

車上ねらい 1 中央南 時間貸し駐車場内

工事場ねらい 1 和泉 油圧杭打機など

自動車盗 1 萩原 普通乗用自動車

木 器物損壊 1 高花 車両破損

金 空き巣 1 別所 一戸建て住宅

２６日、３０日の発生は有りません。

http://www.city.inzai.lg.jp/
印西市HP掲載中：印西市HP「暮らしの情報」→「安全・安心」→「防犯」→「市民安全情報」
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月　日

６月

２１日 木

２３日

２５日 月

２７日 水

２４日

２９日

２８日

２２日 金

【 架空請求詐欺にご注意を 】

市内で「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などと題したはがきが送付され

てきたとの相談が多数寄せられております。はがきには「法務省管轄支局 国民訴訟通達セ

ンター」、「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」等と記載されており、文面は、財産の差

し押さえを強制的に執行する等と不安をあおり、本人から連絡を求める内容となっております。

このようなハガキに書かれている電話番号には、「絶対に連絡をしない」、「相手にしない」こ

とが大切です。電話、メール、はがきで「お金」、「キャッシュカード」、「電子マネー」などの言葉

が出たら詐欺の可能性があります。まずは正規の窓口に、ご相談を（電話ｄｅ詐欺相談専用ダ

イヤル 0120-494-506）してください。


